
令和３年３月３１日成田市規則第１７号 

 

成田市幼稚園型認定こども園運営費等補助金交付規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は，市内に設置された幼稚園型認定こども園の設置者に対し，

予算の範囲内において幼稚園型認定こども園運営費等補助金（以下「補助金」

という。）を交付することにより，幼稚園型認定こども園の健全な運営を促

進し，もって幼稚園型認定こども園に入園している児童の処遇向上を図るこ

とを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 幼稚園型認定こども園 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的

な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４項の規定に基づき内閣総

理大臣，文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関 

 内 閣 府  

する基準（平成２６年文部科学省告示第２号）第１の１に規定する幼稚園 

 厚生労働省  

 型認定こども園をいう。 

(2) 児童 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第４条第１項第１号に規定する乳児及び同項第２号に規定する幼児をいう。 

（補助対象事業等） 

第３条 補助の対象となる事業及び経費は，別表に定めるとおりとし，補助金

の額は，幼稚園型認定こども園１園ごとに同表の補助対象事業の欄に掲げる

区分に応じ，同表の補助対象経費の欄に定める経費について，同表の算定基

準の欄に定める方法により算定した額の合計額とする。 

 （交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は，幼稚園型認定こども園運営費等

補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて，市長に申

請しなければならない。 

(1) 申請額算定内訳書 

(2) 補助対象経費明細書 

(3) 収支予算書 

(4) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第５条 市長は，前条の規定による申請があったときは，その内容を審査し，



補助金の交付の可否を決定し，幼稚園型認定こども園運営費等補助金交付決

定・却下通知書（別記第２号様式）により当該申請をした者に通知するもの

とする。 

（変更の申請） 

第６条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は，当該補助金に係る事業の内容を変更しようとするときは，速

やかに幼稚園型認定こども園運営費等補助金変更申請書（別記第３号様式）

に第４条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて，市長に申請しな

ければならない。 

（変更の決定） 

第７条 市長は，前条の規定による申請があったときは，その内容を審査し，

変更の可否を決定し，幼稚園型認定こども園運営費等補助金変更決定・却下

通知書（別記第４号様式）により当該申請をした交付決定者に通知するもの

とする。 

  （実績の報告） 

第８条 交付決定者は，補助金に係る事業が完了したときは，幼稚園型認定こ

ども園運営費等補助金実績報告書（別記第５号様式）に次に掲げる書類を添

えて，市長に報告しなければならない。 

(1) 事業報告書 

(2) 収支決算書 

(3) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

  （確定の通知） 

第９条 市長は，前条の規定による報告があったときは，その内容を審査し，

適当であると認めるときは，交付すべき補助金の額を確定し，幼稚園型認定

こども園運営費等補助金確定通知書（別記第６号様式）により当該報告をし

た交付決定者に通知するものとする。 

 （交付の請求） 

第１０条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は，補助金の交付を受け

ようとするときは，幼稚園型認定こども園運営費等補助金交付請求書（別記

第７号様式）により市長に請求しなければならない。 

 （概算払） 

第１１条 交付決定者は，補助金の概算払を受けようとするときは，幼稚園型

認定こども園運営費等補助金概算払請求書（別記第８号様式）により市長に

請求しなければならない。 

 （交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は，偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けた

者があるときは，補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができ



る。 

２ 市長は，前項の規定による取消しをしたときは，当該取消しを受けた者に

通知するものとする。 

３ 前各項の規定は，第９条の規定により交付すべき額を確定した後において

も適用する。 

  （返還） 

第１３条 市長は，前条第１項の規定による取消しをした場合において，当該

取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは，その返還を命

ずるものとする。 

 （確認等） 

第１４条 市長は，補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると

認めるときは，交付決定者に対して報告を求め，又は帳簿書類その他の物件

に関し説明を求めることができる。 

  （委任） 

第１５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

  



別表 

補助対象事業 補助対象経費 算定基準 

幼稚園型認定

こども園運営

費補助事業 

主食費 

３歳以上の児童に対し主食

を無償で提供した場合に要

する経費 

実支出額と児童１人当た

り月額４５０円に各月初

日現在の３歳以上の児童

数を合計した児童数を乗

じて得た額とを比較し

て，いずれか少ない方の

額 

児童処遇改善費 

布団乾燥消毒費，児童の傷

害保険加入に要する掛金，

細菌検査料等の上記以外の

児童の保育に必要な経費 

児 童 １ 人 当 た り 月 額 

２，０００円に各月初日

現在の児童数を合計した

児童数を乗じて得た額 

保育士処遇改

善費補助事業 

「千葉県保育士処遇改善事

業実施要綱（平成２９年８

月２３日子第８９１号）」

に基づき実施される事業に

要する経費 

「千葉県保育士処遇改善

事業費補助金交付要綱

（平成２９年８月２３日

子第８９１号）」第４条

に規定する選定額に相当

する額（「千葉県保育士

処遇改善事業実施要綱」

第４条に規定する職員

（以下この項において

「 対 象 保 育 士 」 と い

う。）１人につき月額 

２０，０００円を限度と

する。） 

保育士の処遇改善に要する

経費 

４月１日から当該年度の

末日まで継続して市内の

法第３５条第４項の規定

により設置された法第 

３９条第１項に規定する

施設，子ども・子育て支

援法（平成２４年法律第 

６５号）第７条第６項に

規定する家庭的保育を行



う事業所，同条第７項に

規定する小規模保育（国

家戦略特別区域法（平成

２５年法律第１０７号）

第１２条の４第１項に規

定する国家戦略特別区域

小規模保育事業として行

われる保育を含む。）を

行う事業所，子ども・子

育て支援法第７条第９項

に規定する事業所内保育

を行う事業所（市長の確

認（同法第４３条第１項

の規定による確認をい

う。）を受けたものに限

る。）又は幼稚園型認定

こども園（以下この項に

おいて「施設等」とい

う。）に勤務した対象保

育士が，同日の翌日を基

準日として，次に掲げる

常勤の保育士として市内

の公立保育園（法第３５

条第３項の規定により本

市が設置する法第３９条

第１項に規定する施設を

いう。）及び市内の施設

等に勤務した期間を通算

した年数の区分に応じ，

それぞれ定める額に，当

該区分に該当する対象保

育士の数を乗じて得た額 

(1) １年以上３年以下 

年額３６，０００円 

(2) ４年以上６年以下 

年額７２，０００円 

(3) ７年以上９年以下 



年額１０８，０００円 

(4) １０年以上１２年以

下  年 額      

１ ４ ４ ， ０ ０ ０ 円 

(5) １３年以上 年額 

１ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円 

延長保育事業 「延長保育事業の実施につ

いて（平成２７年７月１７

日雇児発０７１７第１０号

厚生労働省雇用均等・児童

家庭局長通知）」別紙「延

長保育事業実施要綱」に基

づき実施される事業に要す

る経費 

「子ども・子育て支援交

付金の交付について（平

成２８年７月２０日府子

本第４７４号内閣総理大

臣通知）」別紙「子ど

も・子育て支援交付金交

付要綱」第４条第１号の

規定により選定した額 

一時預かり事

業 

「一時預かり事業の実施に

ついて（平成２７年７月 

１７日２７文科初第２３８

号・雇児発０７１７第１１

号文部科学省初等中等教育

局長及び厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長通知）」

別紙「一時預かり事業実施

要綱」に基づき実施される

事業に要する経費 

地域子育て支

援拠点事業 

「地域子育て支援拠点事業

の実施について（平成２６

年 ５ 月 ２ ９ 日 雇 児 発   

０５２９第１８号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局長

通知）」別紙「地域子育て

支援拠点事業実施要綱」に

基づき実施される事業に要

する経費 

保育環境改善

等事業 

「認可保育所等設置支援事

業の実施について（平成 

２９年３月３１日雇児発 

「保育対策総合支援事業

費補助金の国庫補助につ

いて（平成３０年１０月



０３３１第３０号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局長

通知）」別添５「保育環境

改善等事業実施要綱」３

（１）及び（２）（④を除

く。）に定める事業に要す

る経費 

１７日厚生労働省発子 

１０１７第５号厚生労働

事務次官通知）」別紙

「保育対策総合支援事業

費補助金交付要綱」４

（１）①アの規定により

選定した額 

保育士宿舎借

上げ支援事業 

「保育人材確保事業の実施

について（平成２９年４月

１７日雇児発０４１７第２

号厚生労働省雇用均等・児

童家庭局長通知）」別紙

「保育士宿舎借り上げ事業

実施要綱」に基づき実施さ

れる事業に要する経費 

「保育対策総合支援事業

費補助金の国庫補助につ

いて」別紙「保育対策総

合支援事業費補助金交付

要綱」４（１）①アの規

定により選定した額に 

１００分の７５を乗じて

得た額 

 

 

［別記様式 略］ 


